
総務企画委員会会議記録

総務企画委員長 麻生 栄作

１ 日 時

平成２９年３月６日（月） 午前１０時４１分から

午前１１時５８分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

麻生栄作、大友栄二、志村学、木田昇、藤田正道、戸高賢史、桑原宏史

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係の職・氏名

総務部長 島田勝則、企画振興部長 廣瀬祐宏、会計管理者 小石英毅、

議会事務局長 阿部邦和、人事委員会事務局長 酒井薫、

監査事務局長 宮﨑淳一 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１５号議案、第４６号議案のうち本委員会関係部分、第４７号議案及び第５６号

議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。

（２）市町村議会議長からの要望項目に対する今後の取組方針等について、執行部から報

告を受けた。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐（総括） 井上薫

政策調査課政策法務班 副主幹 礒﨑香織



総務企画委員会次第

日時：平成２９年３月６日（月）本会議終了後

場所：第４委員会室

１ 開 会

２ 会計管理局、議会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局関係

（１）付託案件の審査

第 ４６号議案 平成２８年度大分県一般会計補正予算（第６号）

（本委員会関係部分）

第 ５６号議案 平成２８年度大分県用品調達特別会計補正予算（第１号）

（２）その他

３ 総務部関係

（１）付託案件の審査

第 １５号議案 大分県部等設置条例の一部改正について

第 ４６号議案 平成２８年度大分県一般会計補正予算（第６号）

（本委員会関係部分）

第 ４７号議案 平成２７年度大分県公債管理特別会計補正予算（第１号）

（２）その他

４ 企画振興部関係

（１）付託案件の審査

第 ４６号議案 平成２８年度大分県一般会計補正予算（第６号）

（本委員会関係部分）

（２）諸般の報告

市町村議会議長からの要望項目に対する今後の取組方針等について

①滞在型観光に向けた広域観光ルートの形成について

②地域の公共交通の充実について

③東九州新幹線の早期整備について

④民泊と小規模旅館業の共存について

⑤市町村独自の観光ツアープランの構築について

（３）その他

５ 協議事項

（１）その他

６ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

麻生委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受け

ました議案４件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これよ

り各局関係の審査に入ります。

まず、第４６号議案平成２８年度大分県一

般会計補正予算（第６号）のうち、本委員会

関係部分について、会計管理局から順次、説

明願います。

小石会計管理局長 会計管理局の補正予算の

うち、歳出の主なものについて、ご説明いた

します。平成２８年度補正予算に関する説明

書の１２０ページでございます。

第６目の会計管理費は２４２万７千円の減

であります。事業名で１番下の会計管理費３

１０万２千円の減額でございまして、これは

右の説明欄の用度事業費の２３９万５千円の

減でありますが、収入証紙取扱手数料の実績

による減等でございます。

次に、下の１２１ページでございますが、

主なものは県庁舎管理費１,８０２万７千円

の減でございます。及び電話通信管理費５１

３万９千円の減でございますが、これは清掃

等委託料並びに光熱水費などの管理運営費の

入札残等による減でございます。

次に、１２３ページの県庁舎別館管理費４

１５万２千円の減でございますが、これも清

掃等委託料並びに光熱水費などの管理運営費

の入札残等による減でございます。

次に、債務負担行為の追加について、３９

１ページをお開きください。

１番上の用度管財課分の大手町駐車場管理

費９３８万２千円の限度額を２８年度から２

９年度にかけて設定するものであります。

これは、大手町駐車場の料金徴収業務等委

託において、年度開始の４月１日午前７時か

ら業務を行うことができるよう、３月中に一

般競争入札を実施するものでございます。

以上でございます。

阿部議会事務局長 それでは予算説明書の１

０９ページをお願いいたします。

第１款第１項議会費の補正予算でございま

すが、右肩にございますように５８６万４千

円の減額でございます。

その内訳ですが、表の１番左の目欄、第１

目議会費については、補正予算額欄にありま

すように、１２２万４千円の減額でございま

す。

その内訳ですが、中ほどの事業名欄をごら

んください。１番上、議員報酬手当等５０２

万９千円の増額につきましては、県議会議員

に係る期末手当の支給割合の増によるもので

ございます。

その下、議会運営費の６２５万３千円の減

額は、旅費等の実績によるものでございます。

次に、表の１番下、第２目事務局費でござ

いますが、補正予算額欄にありますように４

６４万円の減額でございます。

次に１１１ページをお願いします。

補正予算額欄にございますように、５８６

万４千円の減額ですが、その内訳につきまし

ては、給与費７２８万４千円の減。これにつ

きましては、過員扱いとなっておりました育

児休業職員の減などによるものでございます。

以上で、説明を終わらせていただきます。

酒井人事委員会事務局長 人事委員会関係に

ついてご説明申し上げます。補正予算に関す

る説明書の１５６ページをごらんください。

今回、人事委員会費の補正予算額は、欄外

の右上に記載しておりますとおり、２３万８

千円の減額となっています。この減額は、事

務局費のうち全て給与費に係る減額でありま

す。

その他、事務局運営費と任用関係事業費に

ついては、内容及び財源の更正を行ったもの



- 2 -

であります。

以上で説明を終わります。

宮﨑監査事務局長 説明に入ります前に、本

日、土谷次長兼第一課長が体調不良のために

欠席しておりますので、ご了解願います。

同じ資料の１５８ページをお開きください。

監査事務局関係の補正予算は、右肩にあり

ますように４９０万６千円の減額であります。

まず、第１目委員費ですが、１６２万８千

円の減額でございます。

その内訳は、常勤監査委員が交代いたしま

した関係で、期末手当等の給与費の減額１１

９万２千円及び旅費、交際費の節約による監

査経費の減額４３万６千円でございます。

次に、第２目事務局費ですが、３２７万８

千円の減額です。

その内訳は、事務局職員の給与費の減額が

２５８万１千円、事務局運営費の減額６９万

７千円でございます。

給与費の減額につきましては、時間外勤務

手当と人事異動に伴う諸手当の減額によるも

のでございます。

事務局運営費の減額につきましては、旅費、

需用費等の節約などによるものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくご審議

のほど、お願いいたします。

麻生委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

麻生委員長 別にご質疑もないようでありま

すので、これで質疑を終わります。

なお、この採決は、企画振興部関係の審査

の際に一括して行います。

次に、第５６号議案平成２８年度大分県用

品調達特別会計補正予算（第１号）について、

執行部の説明を求めます。

小石会計管理局長 平成２８年度補正予算に

関する説明書の４５３ページをお開き願いま

す。平成２８年度大分県用品調達特別会計補

正予算について、ご説明いたします。

この特別会計は、県の機関で使用する消耗

品や備品の調達事務を一元的に行うために設

けているものであります。歳入、歳出とも総

額で９,９３３万５千円の減額でございます。

次のページをごらんください。

歳入の第１款用品調達費でございます。本

庁各課や地方機関など一般会計からの用品収

入が９,９００万円の減額となっております。

これは、主に燃料単価が下がったこと等によ

るものでございます。

なお、次のページの歳出の用品費の９,９

００万円の減額と同額になっております。

また、第１目の用品総務費３３万５千円の

減額につきましては、平成２７年度の決算剰

余金の確定に伴い、一般会計への繰出金を減

額するものであります。

次のページをお開きください。

用品購入費１９２万円の平成２８年度から

２９年度にかけての債務負担行為であります。

これは、防災危機管理課で予算計上してい

るＬＰガス車両について、年度当初から整備

できるよう、３月中に一般競争入札を実施す

ることによるものです。

以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

麻生委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

藤田委員 用品の収入、支出ともに燃料費の

変動によるものというご説明があったんです

けれども、最近やっぱり原油価格の上下幅が

かなり広い幅で変動していますけれども、こ

のときの契約単価の設定、もしくは予算設定

の単価というのはどのようにして決められて

いるんですか。

清末用度管財課長 燃料単価につきましては、

大分県石油商業組合と随意契約を行っており

ますけれども、当初から市場価格等が変動す

るものに伴って、毎月その上がり幅を見なが

ら、上がった場合にはその単価に変更して契

約するというような形で、市況の単価を見な

がら、組合と協議しながら決定していくとい

うことです。

藤田委員 月単位で契約単価を見直している

ということなのかということと、当初予算を
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組むときの単価設定というのはどういうふう

にして決められていますか。

清末用度管財課長 月単位で見直しを行って

おります。

藤田委員 当初予算を組むときの単価。

清末用度管財課長 当初の予算単価につきま

しては、それぞれグループを設けておりまし

て、当初の価格の協議につきましては、経済

産業省の資源エネルギー庁の調査資料、ある

いは建設物価調査会が発行する物価資料です

とか、経済調査会が発行する積算資料、この

３つの資料をもとに九州各県の契約単価を参

考にして協議をして価格を決定しております。

それを毎月ごとに価格変動があれば変更して

契約をしていくと。

麻生委員長 ほかにご質疑もないようであり

ますので、これより第５６号議案について採

決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

麻生委員長 ご異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

麻生委員長 別にないようでありますので、

これで各局関係を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔会計管理局、議会事務局、人事委員会

事務局及び監査事務局退室、総務部入

室〕

麻生委員長 これより総務部関係の審査に入

ります。

まず、第１５号議案大分県部等設置条例の

一部改正について、執行部の説明を求めます。

浦辺行政企画課長 第１５号議案大分県部等

設置条例の一部改正について、ご説明申し上

げます。 議案書は、追加議案ではないほう

の議案書の１９３ページでありますが、説明

は、総務企画委員会資料の１ページで行いま

す。

地方自治法の規定により、知事の直近下位

の内部組織の設置及びその分掌する事務に関

し必要な事項は、条例で定めることとされて

います。これに基づきまして、本条例により

各部の設置を定めています。

今回の改正内容は、平成３０年、来年秋に

開催予定の国民文化祭及び全国障害者芸術・

文化祭の準備体制を強化するために、国民文

化祭・障害者芸術文化祭局を設置するもので

す。

現在、総務部から土木建築部まで規定され

ておりますが、それに追加して国民文化祭・

障害者芸術文化祭局を設置します。

分掌事務については、四角囲みのとおりで

す。

なお、臨時的であるため事業終了後に廃止

という規定も盛り込んでおります。

施行期日は、平成２９年４月１日を予定し

ております。

説明は以上です。ご審議のほど、よろしく

お願いをいたします。

麻生委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

志村委員 部並び局というのは、庁内のこと

でよくわかるんだけれども、もう少し、これ

は国民文化祭から格上げというか、イメージ

的にという意味では、部まではいかないとし

ても、局であれば国民文化祭・障害者芸術文

化祭総局とか、だから、事務総長とかなるん

でしょうか。つまり、そこまで格上げという

ことのイメージをやることによって、その国

民文化祭の機運を盛り上げたり意識を改革し

たりという意味では、総局というほうがいい

なとひそかに思っているんです。変わらなか

ったですけど、今後は変われるんですか。ど

うですか。

浦辺行政企画課長 前回の体制から言います

と、部並び局として部と同等の立場でやって

いくという、相当な格上げに今回はいたして

おります。そういう意味では、ここで一元的
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に事務処理ができる。今までは企画振興部の

傘の中でやっていましたが、事務処理の執行

が円滑にできるということで、十分な改正だ

と考えております。

志村委員 庁内ではそうだろうけれども、広

く県民とか、ここにかかわる団体とか、そう

いう方々の意識の問題として、呼び方を工夫

したほうがいいのではないかという提案でご

ざいますので、参考にしてしっかりと内容を

充実してください。

麻生委員長 呼び方でしょうからね。できる

のならやってもいいのかもしれませんので、

研究してみてください。ほかによろしいです

か。

〔「なし」と言う者あり〕

麻生委員長 ほかにご質疑もないようであり

ますので、これより第１５号議案について採

決してしまったらそのとおりということでよ

ろしいんですかね、その辺は。

志村委員 部長、どうですか。

島田総務部長 今、志村委員からまさにお話

のありましたとおり、内容を充実させるとい

うことと、おっしゃるように県民に向けてし

っかりした体制でやっていくんだということ

がアピールできるように努力したいと思いま

すが、名称については課長も申し上げたとお

り、国体のときも部局ということであったと

いうこと。それから前回の国民文化祭のとき

も、まさに並びで今の形でさせていただきた

いというふうに思っております。よろしくお

願いいたします。

麻生委員長 ただいまの部長の答弁に基づい

て採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することに、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

麻生委員長 ご異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第４６号議案平成２８年度大分県一

般会計補正予算（第６号）のうち、本委員会

関係部分について、執行部の説明を求めます。

島田総務部長 第４６号議案平成２８年度大

分県一般会計補正予算（第６号）のうち、歳

入全般と総務部関係の歳出についてご説明い

たします。お手元の総務企画委員会説明資料

２ページをお開きください。

冒頭にありますように、補正予算では、国

の第二次補正予算等を受け入れ、安心・活力

・発展プラン２０１５の実現に向けた取り組

みを前倒しで実施するとともに、防災減災対

策や交通ネットワークの充実などの事業費を

計上し、景気回復の流れを確かなものとして

いきます。あわせて、年度末における予算の

整理として、当初予算で計上した公共事業費

の国庫の内示減など、事業執行に応じた所要

の補正を行います。

それでは、歳入全般について説明します。

お手元の議案書の１ページをお開きください。

第１条にありますように、今回の補正額は

３６３億９,９７３万８千円の減額であり、

既決予算額からこれを差し引いた累計は、６,

０３２億５，９１９万６千円となります。

その主な内容につきまして説明します。２

ページをお開き願います。

表の上から２段目、第１款県税についてで

すが、右から２列目の補正額にありますとお

り３８億円の減額となります。

その主なものとして、第２項事業税５億４，

１６２万５千円の増は、製造業等の業績の回

復が当初の見込みを上回ったことなどにより、

法人事業税が５億５，６３６万１千円の増と

なったことによるものです。

また、第３項地方消費税４７億８，７５１

万４千円の減は、譲渡割はほぼ当初予算どお

りの収入が見込まれる一方で、貨物割が為替

レートの低下、円高などによりまして大幅な

減となったことによるものです。

なお、県税は減額の補正となりますが、ト

ータルで１，２２０億円と見込んでおり、２

７年度決算額と比較すると約１５億円、率に

して１．２％の増収となる見込みであります。

３ページをお願いします。

中ほどの第２款地方消費税清算金３２億９，

５０１万３千円の減ですが、これは、本県税
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収同様、貨物割を中心に全国ベースの地方消

費税も減収となったことに伴い、他の都道府

県から入ってくる清算分が減額となったもの

です。

次に、４ページをお開きください。

第５款地方交付税については、２５億１，

３２７万４千円の増となっています。

これは、普通交付税の算定において、臨時

財政対策債の配分が１５億円の減少となり、

それが交付税に振りかえられたことや、基準

財政収入額のうち、県税の算定額が見込みを

下回ったことなどによるものです。

第９款国庫支出金については、１００億９，

９３１万５千円の減となっています。

これは、５ページの第２項国庫補助金の減

額が主な要因ですが、国の第二次補正予算を

積極的に受け入れる一方で、熊本地震や梅雨

などによる災害があったものの、あらかじめ

計上していた災害復旧経費が約６０億円不用

となったほか、公共事業費の内示が減となっ

たことなどによるものです。

第１２款繰入金は、７７億６，７５４万１

千円の減となっています。

これは、執行段階での節約や、人件費や公

債費など義務的経費の減等により、当初予算

等で予定していた財政調整用基金の取り崩し

９７億円のうち、５０億円を繰り戻すものが

主な要因です。

次に、６ページをお開きください。

第１４款諸収入は、１００億９，６７３万

円の減となっていますが、これは、中小企業

県制度資金における融資実績が見込みを下回

ったことによる県からの預託金９４億円の減

が主な要因です。

第１５款県債は、３５億６，４００万円の

減となります。

これは、国の補正予算の受け入れに伴い補

正予算債が４３億円増加する一方で、災害復

旧関係費や臨時財政対策債の確定、さらには

公債費の後年度負担の軽減を図るため、交付

税措置のない県債の発行を１４億７，２００

万円抑制したことから７８億円が減額となっ

たことによるものです。

今回の３月補正を加味した基金及び県債の

残高ですが、お手数ですが、総務企画委員会

説明資料の３ページにお戻りいただいて、財

政調整用基金残高は、下から３行目の財政調

整用基金繰戻しの右側に記載しておりますと

おり２８年度末の残高は４０７億円となりま

す。

また、県債残高については、その下のとお

り２８年度末で総額１兆３５１億円となり、

４年連続で前年度を下回ることとなりました。

以上が歳入全般についてですが、引き続き

総務部関係の歳出について、ご説明いたしま

す。総務企画委員会説明資料の６ページをご

らんください。

平成２８年度３月補正総務部歳出予算案総

括表の１番下の合計欄、左から３列目にあり

ますとおり、今回の補正額は８５億７４２万

６千円の減額です。

これに既決予算を加えた累計額は、右隣の

とおり１，５８４億５，０１７万７千円とな

ります。減額補正の主な要因は、地方消費税

清算金の減などによるものです。

次に、平成２８年度補正予算に関する説明

書で主な事業をご説明いたします。１１９ペ

ージをお開きください。

第２款第１項第５目財政管理費についてで

す。事業名欄の１番下、諸費は１，７２５万

２千円の増額です。

これは、一般財団法人県職員互助会などか

らの寄附金を県有施設整備基金に積み立てる

ものなどです。

次に、１４０ページをお開きください。下

の段、第３項第２目賦課徴収費についてです。

事業名欄の県税事務運営費は１億５，８３５

万２千円の増額です。

これは、法人二税等の償還金及び還付加算

金が見込みを上回ったことなどによるもので

す。

次に、１４４ページをお開きください。第

４項第２目自治振興費についてです。事業名

欄の上、地方自治振興事業費は９,６８６万
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円の減額です。

これは、宝くじ収入の確定に伴い、公益財

団法人大分県市町村振興協会への交付金を減

額するものです。

次に、１４６ページをお開きください。第

５項第３目参議院議員選挙費についてです。

事業名欄の参議院議員選挙執行経費は、４，

４６８万９千円の減額です。

これは、昨年７月１０日に執行されました

第２４回参議院議員通常選挙に係る執行経費

が見込みを下回ったことによるものです。

次に、少し飛びまして、３７１ページをお

開きください。第１２款第１項公債費につい

てです。表の右肩２行目にありますように、

総額で１３億２５４万５千円の減額です。

主なものは、下の段第２目利子の事業名欄

１番下、公債管理特別会計繰出金が１１億７，

８２６万円の減額で、これは、県債の借入利

率が想定を下回ったことや金利の見直しなど

に伴うものです。

次に、３７３ページをお開きください。第

１３款第１項積立金についてです。表の右肩

２行目にありますように７，６０６万５千円

の減額です。

これは、事業名欄にある４つの基金にそれ

ぞれ利息を積み立てるものですが、運用金利

が当初の想定を下回ったことによる減額です。

次に、１枚おめくりいただきまして、３７

４ページをお開きください。

このページの第２項地方消費税清算金から

３８１ページの第９項利子割精算金につきま

しては、税収の増減に応じて所要の補正を行

うものです。

以上で一般会計補正予算案の説明を終わり

ます。ご審議のほどよろしくお願いします。

麻生委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

桑原委員 補正予算の数字のところでご説明

で上がっております国の経済対策の対応状況

で、今回と９月、１１月補正予算額の数字が

上がっておりますが、これの財源の国庫支出

金、県債、一般財源、そのトータルの比率と

いうのがわかりますでしょうか。

大友財政課長 ２７０億円ということですね。

今、トータルでは持っていないんですけれど

も、基本的には国庫が半分入ります。公共事

業が中心にあって、その裏には補正に伴う分

ということで補正予算債が１００％入ってき

ます。若干その差が出てくるので、誤差の分

については一般財源というふうな形になりま

す。あと、市町村から負担金、分担金をとる

経費も入ってきます。

桑原委員 半分ということで、例えば、地方

創生拠点整備交付金、これも入っているんで

すよね。これは見ると半分というところなん

ですけれども、例えば、ここに書いている事

業の細かいところに書いている国経済対策関

連事業というのは、半分のものもあるし、も

っと高いものもありますけれども、大体なら

したら半分ということで考えておけばよろし

いですか。それと、県債の数字に上がってい

るところも補正の県債ということで１００％

手当てされるということでよろしいんですか。

大友財政課長 基本的に国庫が半分入ってき

ます。市町村から負担金をとるのを除いて、

あとは地方債が１００％ということになりま

す。先ほど部長のほうから、今回の補正に伴

う財源として４３億円という起債の話をしま

したけれども、上段の経費の後押し４１億円

と６７億９千万円、括弧で書いている数字の

財源としてそういう形にあります。

桑原委員 ごめんなさい。もう一回。

大友財政課長 ２ページの今回補正する額は

１の（１）の経済対策分として４１億９千万

円、（２）の経費の後押し分として６７億９

千万円、この２つで、その１番下の米印のと

ころにありますけれども、今回補正で約１０

９億円の補正をします。そのうちの半分が国

庫というイメージです。

その残りの中で、工事を実施する場合に市

町村から負担金をとります、公共事業。それ

を除いたところが補正予算債ということで、

先ほど言った４３億円となりますので、５５

億円がおおむね国庫、４３億円が補正予算債
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とすれば、残りの十数億が市町村からの負担

金等々になってきます。

桑原委員 市町村からのというのは、その他

の諸収入に入るんですか。

大友財政課長 ３ページの歳入の内訳のとこ

ろには金額が大きくないので、分担金及び負

担金の項目は今入れていません。予算の説明

書でいくと、ただ、既決予算との増減がある

ので、ストレートにその数字が幾らというの

はちょっと出てきていないので。

麻生委員長 要は、国の対策でプラマイ、係

数とは別にどうなのという質問だろうと思い

ますので、そこの部分だけしっかりとお答え

をいただければと思いますが。

桑原委員 まとめてわからないところをお聞

きします。まず、公共事業とかで市町村から

の負担金というのは、ここには上がってこな

い。

大友財政課長 例えば大分市の庄の原佐野線

の街路事業とかいう部分は、大分市から負担

金をいただきますので、その分は予算として

入ってきます。

桑原委員 一般財源のところで出るというこ

とですか。財源内訳の中は一般財源のところ、

諸収入は一般財源のところから出ている。

大友財政課長 今、何ページを。

桑原委員 どこでもいいんですけれども。

大友財政課長 予算説明書の３０ページのと

ころで、右の３番、土木費の負担金というの

があったときに、それぞれ市町村から海岸保

全であったり砂防であったり、港湾の建設、

その下、街路事業とありますけど、これは私

が先ほど言った話なんですけど、事業ごとに

市町村からいただく負担金の割合が、例えば、

海岸保全であれば１０分の０．７であったり

とか、下の街路であれば２分の１から１０分

の１ということでいただくようになっていま

す。

桑原委員 それはわかってるんです。事業で、

国の国庫支出金が半分ある。じゃ、あとの半

分は諸収入とか起債するのとか一般財源とか

ありますよね。当然その市町村から入ってき

た負担金は一般財源として出てくる。諸収入。

大友財政課長 一般財源としては出てきませ

ん。例えば、歳出の方を見ていただくと、土

木費の第８款の３０４ページを見ていただく

と……。

３１７ページを開いてください。３１７ペ

ージの３目で街路事業費とあって、右のとこ

ろの１番下の事業名に括弧の公共事業の街路

改良事業というのがあります。これちょっと

マイナスですけど、プラスと思っていただけ

ると、事業費が１４億円としたときに、国庫

が約半分入ってきます。ちょっと率は高いん

ですけど街路の場合、その２つ隣に分担金及

負担金というのが入ってきます。これが市町

村からいただく分です。県債は３億２，８０

０万円と。それで差し引き１００％埋まらな

い分で一部一般財源がありますという形にな

ります。

麻生委員長 ほかにご質疑もないようであり

ますので、これで質疑を終わります。

なお、この採決は、企画振興部関係の審査

の際に一括して行います。

次に、第４７号議案平成２８年度大分県公

債管理特別会計補正予算（第１号）について、

執行部の説明を求めます。

大友財政課長 第４７号議案平成２８年度大

分県公債管理特別会計補正予算（第１号）に

ついて、ご説明申し上げます。平成２８年度

補正予算に関する説明書の３９９ページをお

開き願います。

今回の補正予算額は、総括表の左から３列

目にありますように１２億５，４２２万７千

円の減額で、既決予算額からこれを減じた累

計は１，１７５億４，８０５万７千円となり

ます。

その内容ですが、４０１ページをお開きく

ださい。

表の上から３行目第１目元金ですが、補正

予算額が７，０７８万６千円の減額となって

います。これは、金利見直しなどに伴い増減

したものです。

その下の第２目利子ですが、補正予算額は
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１１億７，８２６万円の減額となっています。

これには２つの要因があります。１つは、今

年度新たに借り入れた県債の借入利率が想定

を下回ったこと。当初予算では１０年物の金

利として１．５％を想定していましたが実際

にはマイナス金利などがありながら０．０１

％ということで、大幅な低利になっておりま

す。

それとあわせまして、発行済みの県債のう

ち、５年あるいは１０年たった後、金利を見

直すことを約束して借りたものがあります。

そういった物も同様に金利が下がったという

ことで、利子が下がっております。

説明は以上であります。よろしくお願いし

ます。

麻生委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

木田委員 公金管理会議の関係ですけれども、

今年度は生かされたものがあるのか、また、

会議の折の内容は来年度以降反映されるもの

だよという状況なのか、その辺を。

大友財政課長 公金管理会議については、９

月議会で質問いただいた後、設置をして検討

を重ねてきました。その中で据え置き期間の

ないもの、いわゆる通常は３年間の据え置き

を置いたりとかしておりましたけど、そうい

うものを既になくした形で発行したりとかい

う部分は、一部前倒しで実施をしております。

できるものからやっていくという形でやって

います。

麻生委員長 ほかにご質疑もないようであり

ますので、これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

麻生委員長 ご異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

麻生委員長 別にないようでありますので、

これで総務部関係を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔総務部退室、企画振興部入室〕

麻生委員長 これより企画振興部関係の審査

に入ります。

まず、第４６号議案平成２８年度大分県一

般会計補正予算（第６号）のうち、本委員会

関係部分について、執行部の説明を求めます。

廣瀬企画振興部長 それでは、第４６号議案

平成２８年度大分県一般会計補正予算（第６

号）のうち、企画振興部関係についてご説明

いたします。総務企画委員会資料の１ページ

をお開きください。

右から２列目補正額（Ｂ）の１番下、合計

欄にございますとおり、今回、２０億７，２

１３万８千円の増額をお願いするものです。

この主なものは、政策企画課の補正額

（Ｂ）欄の括弧書きにありますように、芸術

文化短期大学整備事業において、国の地方創

生拠点整備交付金の採択に伴い、７億１，３

９９万８千円を増額したこと、加えて、芸術

文化振興課の補正額（Ｂ）の括弧書きにあり

ますように、本県の地方創生を後押しする国

民文化祭、全国障害者芸術・文化祭とラグビ

ーワールドカップの開催に備え、芸術文化基

金に５億円、スポーツ振興基金に１０億円を

それぞれ積み立てることによるものです。

左から２列目、既決予算額（Ａ）の１番下

ですが１２４億１，０２２万７千円と合わせ

ますと、１番右下にあります補正後予算額は、

１４４億８，２３６万５千円となります。

次に、主な事業についてご説明を申し上げ

ます。平成２８年度補正予算に関する説明書

の１３０ページをお開きください。

上から３番目の国民文化祭開催準備事業費

５２０万６千円の増額でございます。

これは、昨年１１月に開催したキックオフ

イベントの前夜祭などに対して、文化庁の補

助金が交付されたことにより、国民文化祭・

全国障害者芸術文化祭実行委員会への負担金

を追加で計上するものです。

加えて、国民文化祭、全国障害者芸術・文
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化祭の準備を本格化させるため、来年度、４

月１日からですが、新設される国民文化祭・

障害者芸術文化祭局の執務室を大分市東春日

町の第２ソフィアプラザビル内に整備するこ

とから、移転費用などの必要経費を計上する

ものです。

次に、１３２ページをお開きください。１

番上の地域活力づくり総合補助金１億３，９

９１万７千円の減額でございます。

これは、市町村が事業主体となる事業につ

いて、国の地方創生加速化交付金など地方創

生関連の国の補助金を積極的に活用したこと

などによるものです。

次に、２９２ページをお開きください。１

番上の滞在・循環型観光促進事業費１,９３

４万４千円の増額でございます。

これは、由布市がＪＲ由布院駅前に建設を

予定しているツーリストインフォメーション

センターについて、熊本地震の影響などによ

り増加した建設費に対して、増額補助を行う

ものです。

次に、３５４ページをお開きください。上

から２番目の県立芸術文化短期大学整備事業

費７億１,３９９万８千円の増額でございま

す。

芸術デザイン棟の増築・改修に要する経費

については、昨年９月の第３回定例会で、補

正予算と来年度支払いに係る債務負担行為の

議決をいただいていますが、先月、国の地方

創生拠点整備交付金の採択を受けたことから、

債務負担行為を減額しまして、あわせて今年

度予算として計上するものです。

地方創生拠点整備交付金は、未来への投資

として先導的な施設整備に要する経費の２分

の１を国が支援する、国の第２次補正予算で

創設された交付金です。

国の交付金を充当した残りの地方負担分に

ついても、財源内訳にありますように、後に、

地方交付税で５０％が措置される有利な県債

を充てることとしております。

なお、芸術デザイン棟の工事は、昨年１１

月に着工しており、工期が来年度にまたがる

ことから、繰越明許をお願いすることとして

おります。

以上で、補正予算に係る主な事業の説明を

終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

麻生委員長 以上で説明は終わりました。こ

れより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

麻生委員長 別にご質疑もないようでありま

すので、これで質疑を終わります。

それでは、これより第４６号議案のうち本

委員会関係部分について、総務部及び各局関

係を含め採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

麻生委員長 ご異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、諸般の報告でございますが、県議会

議長と市町村議会議長との意見交換会の経緯

を簡単にご説明します。

意見交換会は、昨年の１０月１４日に開催

されましたが、まち、ひと、しごとの３つの

テーマで分科会が設けられ、各市町村での取

り組みや課題、県への要望事項などについて

議論が行われました。

各常任委員長は、分科会の座長、副座長と

して参加し、私も、第１分科会の「まち～地

域を守り、地域を活性化する～」の副座長と

して参加をさせていただきました。

意見交換会の中で、県に要望のあった内容

については、今月中に市町村議会の議長に回

答することとしており、本日は当委員会所管

の要望項目について、検討を行います。

お手元の本日の資料ですが、執行部におい

て、市町村議長の要望項目ごとに現状と今後

の取組方針をまとめていただいており、この

資料が市町村議会議長に報告するベースにな

ります。

それでは、執行部は報告をお願いしますが、

まず、要望項目の①、④、⑤を一括して説明
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してください。

阿部観光・地域振興課長 資料の２ページを

お開きください。滞在型観光に向けた広域観

光ルートの形成についてでございます。

観光客が長期滞在する仕組みづくりのため

には、広域観光ルートの形成が欠かせないと

考えておりまして、県としても広域観光周遊

ルートの形成に積極的に取り組んでおります。

現状といたしましては、県内においては、

関係市町村等と豊の国千年ロマン観光圏や六

郷満山開山１３００年誘客キャンペーン実行

委員会を設立し、ルートの形成に取り組んで

いるところでございます。

各県との連携におきましては、九州縦軸と

しては、宮崎県と連携した東九州広域観光推

進協議会や、横軸として九州横断長崎・熊本

・大分広域観光推進協議会を設立し、旅行会

社やエリアに観光素材やルートの情報提供な

どを行っております。九州全体につきまして

は、九州観光推進機構を通じて温泉アイラン

ド九州、広域観光周遊ルートの形成に取り組

んでおり、広く国内、海外に向けた情報発信

をしている状況でございます。

今後の取り組み状況につきましては、ツー

リズムおおいたを県域版ＤＭＯとして機能強

化していく過程の中で、県内複数市町村を周

遊する旅行商品の企画やウエブ上での販売を

積極的に行ってまいります。また、ことしＪ

Ｒグループと連携した大分・熊本キャンペー

ンを計画し、また、山口・愛媛等の近県と連

携した広域観光ルートの形成にも取り組んで

まいります。さらにラグビーワールドカップ

に向け、インバウンド対策としまして、九州

観光推進機構や熊本・福岡など開催県と連携

した取り組みを引き続き進めてまいります。

続きまして、資料の５ページをお開きくだ

さい。要望項目④、民泊と小規模旅館業の共

存についてでございます。

民泊が話題となっておりますが、民泊の取

り扱いを検討する際には、小規模旅館業の実

情を十分考慮していただきたいとの趣旨でご

ざいます。

現状としましては、住居専用地域での営業

許可が可能とするいわゆる民泊新法につきま

しては、今国会へ提出される予定になってお

りますが、本県の宿泊客数につきましては、

先週出されました観光庁の速報値を見ますと、

平成２８年、旅館・ホテル等のいわゆる稼働

率は本県５２．５％であり、全国の平均６０

％よりも低く、まだ受け入れの余地を残して

いると考えられます。また、現在宿泊施設に

対して外国人観光客の受け入れ態勢整備状況

の調査をしている状況です。

今後につきましては、本県の宿泊施設の稼

働率を上げることがまず重要と考えておりま

して、特に今後、増加するインバウンド需要

を取り込むため、海外ネットから直接予約で

きるように宿泊客向けの海外ＯＴＡへの利用

促進の研修会や機運醸成のための研修会等を

実施していきます。

民泊新法は観光業への影響が大きいことか

ら、県内宿泊施設関係者の声を十分聞くとと

もに、今後法案の内容や国の動向を注視して

いきます。

引き続きまして、６ページをお開きくださ

い。要望項目⑤、市町村独自の観光ツアープ

ランの構築についてでございます。

市町村が独自のアイデアで企画した旅行ツ

アープランを販売できるようなシステムの構

築に向けて支援をいただきたいという趣旨で

ございます。現状といたしましては、市町村

が企画した独自のツアープランにつきまして

は、県内、あるいは全国各地で開催されます

商談会などで旅行会社にセールスするととも

に、旅行業の登録を受けた地元観光協会にお

いて販売をしている状況でございます。

今後の取組方針につきましては、着地型旅

行商品は今後一層ニーズが高まることが予想

されるため、ツーリズムおおいたを県域版Ｄ

ＭＯとして機能強化していく中で、ウエブで

の販売システムの構築など、市町村企画商品

や複数市町村を周遊する商品を積極的に販売

をしていく。そういう体制をとっていきたい

と思っています。
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以上でございます。

麻生委員長 関連がございますますので、続

いて項目②と③の説明をお願いします。

土田交通政策課長 続きまして資料の３ペー

ジをごらんいただければと思います。要望項

目②、地域の公共交通の充実についてという

ことでございます。

概要としましては、広域観光ルートの整備

に当たって、バスなど地域の公共交通の維持

改善を考えなければいけないと。各市町村で、

地域公共交通網形成計画の策定が始まってい

るけれども、県においても広域的な計画を策

定するなど支援をお願いしたいという内容で

ございます。

現状といたしましては、これまで既に策定

をしてございます。まずは北部圏ということ

で、中津市、宇佐市、豊後高田市という３市

をまとめたもの、豊肥圏ということで、竹田

市、豊後大野市、臼杵市をまとめたもの、２

つの圏域を中心に広域的な地域公共交通網形

成計画と、そのアクションプランに当たりま

す地域公共交通再編実施計画、この両方の計

画を策定したところでございます。

なお、後段の再編実施計画は国の認定対象

となっておりまして、認定を受けた場合は国

の補助要件の緩和といったメリットがござい

ますけれども、２８年９月に県主導の計画と

しては全国で初めてその認定を受けたところ

でございます。現在は南部圏ということで、

佐伯市と津久見市、これを対象に地域公共交

通網形成計画を策定中ということでございま

す。

今後といたしましても、他の圏域について

順次両方の計画の策定を市町村、あるいは交

通事業者さんと連携しながら進めていきまし

て、持続可能な公共交通ネットワークの構築

に取り組んでいきたいと、このように考えて

おります。

続きまして、要望項目③ということで、次

の４ページでございます。

東九州新幹線の早期整備ということで、整

備計画路線の格上げ、所要の整備財源の確保

を国に対して強く働きかけてほしいという趣

旨でございます。

現状といたしましては、２７年度に関係す

る４県１市で構成する東九州新幹線鉄道建設

促進期成会、ここにおきまして基礎的な調査

を行いました。その報告内容では費用対効果

が１．０７、地方創生を達成すれば１．３６

といった効果がありますとか、整備費用が２

兆６，７３０億円、実質的な負担額が年間３

３億円から４９億円になると、こういった基

礎的な数値を頂戴したところでございます。

この調査結果につきましては、２８年４月

から６月まで県内６地域で説明会を開催した

ところでございます。また、市議会議長会を

含めまして、経済５団体、あるいは青年４団

体などからも推進に向けた要望を頂戴したと

ころでございます。

こういった状況を踏まえまして、県といた

しましても整備計画路線格上げに向けた取り

組みを加速するために、２８年１０月に官民

一体となった組織ということで、大分県東九

州新幹線整備推進期成会を設立したところで

ございます。

同年１１月には、県の期成会として国土交

通省などの要望も行ったところでございます。

また、本年の２月８日には県の期成会のシ

ンポジウムを開催させていただきまして、５

００名近い県民の皆様に参加をしていただい

たところでございます。

今後といたしましては、東九州新幹線の整

備計画路線の格上げに向けまして、設立をし

た県期成会を中心に国への要望活動を積極的

に行ってまいりたい。また、県民の機運醸成

も大事でございますので、シンポジウムの開

催などの取り組みを進めていきたいと思って

おります。

また、基本計画路線自体に国の関心、意識

を高めるためにほかの基本計画路線を推進し

ている県との連携も進めていきたいというふ

うに考えてございます。

以上でございます。

麻生委員長 ただいまの報告について、ご質
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疑等はありませんか。

藤田委員 先ほどの要望項目の④民泊と小規

模旅館業の共存に関してなんですけれども、

大分県内のホテル、旅館業、宿泊施設の動向

というのはどのような感じ、部屋数がふえて

いるのか減っているのかとか、新設のホテル、

旅館が新たにあるのかとか、そういう状況を

もし把握されていたらお伺いをしたいという

ふうに思います。

それとあわせて、現状では違法民泊と言わ

れるところですね、法改正前に既に民泊を営

業されているような施設が大分県内にあるの

かどうか、もし把握されていればお教えいた

だきたいと思います。

それともう１つ、公共交通の関係なんです

けれども、ＪＲが上場して、この間社長が公

共交通というか、路線を鉄道にこだわらずに

鉄道以外でも維持をする方向でという社長の

発言が新聞に載っていましたよね。鉄道にこ

だわらないということはバス路線への見直し

もあり得るということなんだろうというふう

に思うんですけれども、そういった際に、Ｊ

Ｒの路線というのは公共交通のかなめなので、

それらを話し合うための、県もしくは九州の

知事会なりとの話す枠組みというのがどうな

っているのかというのが１つと、自治体では

株主として発言権を持つためにＪＲ九州株を

持って株主的なアプローチも考えていこうと

いうふうな動きがあるんですけれども、県や

県内の市町村の動きというのはどんな感じな

んでしょうか。

麻生委員長 ただいまの質疑ですが、市町村

議会への報告にとどめる中で答弁を求めてい

きたいと思います。

阿部観光・地域振興課長 大分県内の旅館の

状況でございますが、実際、今回の熊本地震

におきまして休業を余儀なくされているとい

う旅館・ホテルも聞いております。今、いわ

ゆる耐震化のために半年余り休業して建て直

しをしていると、そういう旅館・ホテルもご

ざいます。

そういう状況で、特に昨年後半からそうい

った工事が進んでおりまして、実質的に今客

数が減っているというふうに把握しておりま

す。

お話にございました今の民泊の状況でござ

いますけれども、この民泊の件は、生活環境

部と話をする中におきまして、どうもそうい

う、委員が今おっしゃった違法民泊というよ

うなものもあるようだという話はしておりま

すが、実際、その実態というのはよくわから

ないというふうに聞いております。

土田交通政策課長 ２つ質問を頂戴いたしま

した。まず、協議の枠組みがＪＲとの関係で

あるのかという点につきましては、それぞれ

まず支社レベルと本社レベルに分けられると

思うんですけれども、まず、大分支社の方と

は日常的に連絡、あるいは調整を行うような

関係が構築できておりますので、そういった

場を通じてきちんと意見を伝えていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

また、本社に対しましても適切なタイミン

グで協議を行うような関係ができております

が、まず場としては、県内ではまず日豊本線

の高速・複線化大分県期成同盟会というのが

ありまして、毎年度、その期成同盟会を通じ

て本社に対して要望を伝えております。要望

の中身は、当然複線化、高速化がメーンなん

ですが、毎年起きるトピック、例えば、ＩＣ

カードであるとかバリアフリーであるとか、

そういったことも含めて要望させていただい

ておりますので、そういった場を通じて協議、

あるいは調整を図っていきたいというふうに

考えています。

また、九州全体といたしましては、各県が

入っている九鉄協という略称の、九州鉄道の

関係の協議会がまた別途ございます。この場

でも、各県の要望を取りまとめて、ＪＲ九州

の本社に対して要望を行ってございますので、

九州全体としてはそういった場を通じてきち

んと意見を伝えていくことが必要になってく

るかなというふうに思ってございます。

もう１つの株主としての発言を確保するの

か否かということにつきましては、まず、Ｊ
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Ｒ九州の路線としても、いわゆる幹線と支線

に分かれてくると思っております。今、自治

体レベルで株主になろうという動きについて

は宮崎県のほうであると把握しておりますけ

れども、それはいわゆる支線の運行維持が困

難になるのではないかという懸念から株主を

考えているというふうにも把握してございま

すので、一方で、大分県内の３本の路線は、

いわゆる幹線と呼ばれるものでございます。

日田彦山線が少し走っておりますけれども、

ＪＲ九州のほうからは、路線維持自体につい

て懸念、あるいは課題を示されていない状況

でございますので、まずは先ほど申し上げた

協議の場を通じてしっかりと路線の維持を求

めていくとともに、実際にそういった動きが

あれば株主化も含めた方策について前例の効

果を見ながら検討をしていきたいなというふ

うに考えております。

麻生委員長 ほかにないようですので、今後

の取組方針について、修正等が必要な場合は、

委員長にご一任いただけますでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

麻生委員長 以上で、諸般の報告を終わりま

す。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

麻生委員長 別にないようでありますので、

これで企画振興部関係を終わります。

執行部の皆さんは、お疲れさまでした。

〔企画振興部退室〕

麻生委員長 この際、何かございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

麻生委員長 別にないようでありますので、

これで総務企画委員会を終わります。


